
令和６年度 第１回佐賀県私立学校審議会 

 

 

       日 時 令和７年３月２１日（金）１４：００～ 

       場 所 佐賀県庁 新館４階 特別会議室 

 

 

 １ 開 会 

 

 ２ 佐賀県私立学校審議会会長あいさつ 

 

 ３ 佐賀県総務部副部長あいさつ 

 

 ４ 議 事 

【諮問事項】 

第１号 高木瀬幼稚園の廃止認可について 

第２号 若楠幼稚園の廃止認可について 

第３号 北陵高等学校の学科の設置認可及び収容定員に係る学則の変更認可について 

第４号 西九州大学佐賀調理製菓専門学校の課程の廃止認可について 

 

【その他報告事項】 

 ・佐賀県私立学校等に関する規則の改正について 

 ・県学校法人及び準学校法人の寄附行為並びに寄附行為変更の認可審査基準の改正に

ついて 

・第４６回九州地区私立学校審議会協議会について 

・全国私立学校審議会連合会第７９回総会について 

 

 ５ 閉 会 
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諮問第１号 

高木瀬幼稚園の廃止認可について 

 

学校法人常晃学園が設置する高木瀬幼稚園が幼保連携型認定こども園へ移行するため、

幼稚園の廃止認可について諮問するもの。 

１ 設置者 学校法人常晃学園 

２ 学校の名称  高木瀬幼稚園 

３ 位置  佐賀県佐賀市高木瀬東３丁目１９番９号 

４ 廃止の時期  令和７年３月３１日 

５ 園児の処置 
 幼保連携型認定こども園において、継続して教育・保育を実施す

る。 

６ 教職員の処置  幼保連携型認定こども園にて継続して雇用する。 

７ 資産の処置 
幼保連携型認定こども園の施設等として、教育・保育のため引き

続き使用する。 

 

【根拠規定】 

（１）学校教育法第４条第１項 

（２）私立学校法第８条第１項 
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諮問第２号 

若楠幼稚園の廃止認可について 

 

学校法人本願寺学園が設置する若楠幼稚園が幼保連携型認定こども園へ移行するため、

幼稚園の廃止認可について諮問するもの。 

１ 設置者 学校法人本願寺学園 

２ 学校の名称  若楠幼稚園 

３ 位置  佐賀県佐賀市城内１丁目２番２号 

４ 廃止の時期  令和７年３月３１日 

５ 園児の処置 
 幼保連携型認定こども園において、継続して教育・保育を実施す

る。 

６ 教職員の処置  幼保連携型認定こども園にて継続して雇用する。 

７ 資産の処置 
幼保連携型認定こども園の施設等として、教育・保育のため引き

続き使用する。 

 

【根拠規定】 

（１）学校教育法第４条第１項 

（２）私立学校法第８条第１項 
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諮問第３号 北陵高等学校の学科の設置認可及び収容定員に係る学則の変更認可について 
 

・学校法人江楠学園が設置する北陵高等学校について、「ＩＴシステム科」の新設、また、それに伴う収

容定員の変更に係る学則の変更認可について諮問するもの。 

１ 変更の目的 

現在「生活教養科」のコースの１つとして「ＩＴコース」を設置しているが、学

科内の他のコースと教育内容等の違いが大きいことから、同コースを学科として新

設し独立させる。 

また、それに伴い生活教養科の収容定員を 240 名から 120 名に変更する。 

２ 学科の名称 ＩＴシステム科 

３ 所在地 佐賀市高木瀬西３丁目７番１号 

４ 設置者  学校法人江楠学園 理事長 江口 敏文 

５ 概要 

 

変更前 変更後 
学科・コース 収容定員 学科・コース 収容定員 

電気情報科 情報システム 240 電気情報科 情報システム 240 
電気システム 電気システム 

建築デザイン科  120 建築デザイン科 120 

交通サービス科  自動車エンジニア 240 交通サービス科  自動車エンジニア 240 
エアポートサービス  エアポートサービス  

生活教養科 介護福祉士 240 生活教養科 福祉 120 
こども・フード こども 
ＩＴ フード 

 ＩＴシステム科 120 
合 計 840 合 計 840 

 

６ 開設の時期  令和８年４月１日 

７ 施設・設備  既設学科・コースの施設・設備により対応する。 

８ 教職員  既設学科・コースの教職員により対応する。 

 
 
【根拠規定】 
（高等学校の学科設置、収容定員変更） 
（１） 学校教育法第４条第１項 
（２） 私立学校法第８条第１項 
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ない。 

 

北陵高等学校の概況 

 

１ 教職員数 

 校長 副 校 長 教頭 教諭 助教諭 養護教諭 講師 事務 実習教諭 実習助手 その他 計 

高校専任 1 1 1 36 2 1 5 7 6 3 3 66 

   ※教諭等の数は、収容定員を 40で除して得た数以上で、かつ、教育上支障がないものとする。 

 【高等学校設置基準第８条】 

 

２ 施設及び設備等の概要 

区 分 面積等  【設置基準第１３条、１４条】 

校地 49,844.00 ㎡  

 
運動場 7,900. 00 ㎡ 

8,400 ㎡以上 

（ただし、体育館を備えている場合は、この限りではない。） 

校舎 11,262.00 ㎡  

 教室等 9,458.00 ㎡ 4,800 ㎡以上【3,360＋4×（収容定員－480）】普通教室、図

書室、保健室、職員室 その他 体育館 1,804.00 ㎡ 

                     【高等学校設置基準第 13条、第 14 条、第 15 条】 

 
 

資料３－１ 
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資料３－２



諮問第４号 西九州大学佐賀調理製菓専門学校の課程の廃止認可について 

 

・学校法人永原学園が設置する西九州大学佐賀調理製菓専門学校について、現在一般課程に

設置しているパティシエ科を専門課程に移行するにあたり、一般課程に設置する学科が無

くなるため、専修学校の課程の廃止認可について諮問するもの。 

１ 学校法人名 学校法人永原学園 

２ 学校名  西九州大学佐賀調理製菓専門学校 

３ 位置  佐賀市神園三丁目１８番１５号 

４ 廃止の内容 

（廃止前） 

分野 課程 学科名 修 業 年

限 

収容定員 

衛生 専門 調理師科（昼間部） １年 ４０人 

調理師科（夜間部） １．５年 ８０人 

衛生 一般 パティシエ科 １年 ４０人 

（廃止後） 

分野 課程 学科名 修 業 年

限 

収容定員 

衛生 

 

専門 

 

調理師科（昼間部） １年 ４０人 

調理師科（夜間部） １．５年 ８０人 

パティシエ科 １年 ４０人 
 

５ 廃止の時期  令和７年３月３１日 

６ 生徒の処置  令和７年３月３１日をもって全員卒業予定 

７ 教職員の処置 
 一般課程の教員全員が令和７年４月に新設する専門課程のパテ

ィシエ科の教員として従事する。 

８ 資産の処置 
現在一般課程で使用している教室・教具等は、令和７年４月に新

設する専門課程のパティシエ科で使用する。 

 

【根拠規定】 

（専修学校の課程廃止） 

（１）学校教育法第１３０条第１項 

（２）私立学校法第８条第１項（同法第６４条第１項で準用） 
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参考　文科省　専修学校パンフレット（抜粋）



8

参考　文科省　高等教育の修学支援新制度　リーフレット



報告事項１ 

 
 佐賀県私立学校等に関する規則の改正について 

 

＜改正理由＞ 

 私立学校法の改正に対応するため。 

 その他実務上必要な改正を行うため。 

 
＜改正施行日＞ 

 令和７年４月１日 

 

＜改正内容＞ 

 別紙説明資料のとおり 
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１
．
学
校
新
設
の
際
の
事
前
審
査
の
導
入
（
第
２
条
関
係
）

現
行
規
則
上
は
、
学
校
を
新
設
し
た
い
場
合
、
新
設
（
開
校
）
の
３
月
前
ま
で
に
認
可
申
請
書
を
提
出

す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
設
置
し
よ
う
と
す
る
学
校
が
設
置
基
準
を
満
た
す
か
ど
う
か
審
査
さ
れ
て
い
な

い
ま
ま
開
校
準
備
が
進
め
ら
れ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
あ
る
。

→
開
校
準
備
を
始
め
る
前
に
「
認
可
申
請
書
（
１
次
）
」
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
県
が
事
前
に
基
準
適
合

確
認
を
行
う
。

開
校
準
備

（
校
地
・
校
舎
の
取
得
・
建
設
・

対
外
的
な
P
R
等
）

認
可
申
請
書
提
出

私
立
学
校
審
議
会

（設
置
認
可
に
関
す
る
諮
問
）

認
可

開
校

＜
現
行
＞

＜
改
正
後
＞

認
可
申
請
書
（
１
次
）
提
出

設
置
基
準
に
適
合
す
る
か
確
認

私
立
学
校
審
議
会

（２
次
審
議
移
行
の
可
否
）

開
校
準
備

認
可
申
請
書
（
２
次
）
提
出

私
立
学
校
審
議
会

（認
可
の
可
否
）

認
可

開
校

開
校
準
備
を
始
め
る
前

（
例
）

4
月

令
和
9
年
3
月

令
和
9
年
1
月

開
校
の
３
月
前
ま
で

（
例
）

令
和
8
年
1
月

令
和
8
年
3
月

令
和
8
年
8
月

令
和
8
年
1
1
月

令
和
9
年
3
月 4
月

〃
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２
．
校
地
・校
舎
変
更
の
事
前
・完
了
届
（第
５
条
関
係
）

現
行
規
則
上
は
、
校
地
・
校
舎
の
変
更
（
取
得
・
建
設
等
）
を
行
う
場
合
、
変
更
完
了
後
（
校
地
・
校
舎

と
し
て
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
）
に
県
へ
届
け
出
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

設
置
基
準
に
反
す
る
変
更
が
行
わ
れ
る
リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
、
契
約
・
工
事
の
着
手
前
に
も
届
け

出
て
も
ら
う
こ
と
と
す
る
。

校
地
・
校
舎
の
変
更

（
校
地
・
校
舎
の
取
得
・
建
設
等
）

↓

変
更
届
提
出

＜
現
行
＞

＜
改
正
後
＞

変
更
事
前
届
提
出

↓

校
地
・
校
舎
の
変
更

（
校
地
・
校
舎
の
取
得
・
建
設
等
）

↓

変
更
完
了
届
提
出
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新
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）

 

 
 

改
正
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改
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等
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学
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設

置
認

可
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請
等
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第
２

条
 

 
第

２
条

 
学
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教

育
法
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４

条
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１
項
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に
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立

学
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設
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は
、
当

該
私

立
学
校

を
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よ
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と
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「
開

設
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と

い
う

。
）
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1
5
月

前
ま

で
に
学

校
設

置
認
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請
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 （
１
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事
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し
な

け
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ら
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。
ま
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果
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お
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に
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な
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。
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者
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
申

請
書

を

当
該

事
項

を
行

お
う

と
す

る
日

の
３

月
前

ま
で

に
知

事
に

提
出

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
 

(
1
)
 

私
立

学
校

の
設

置
 
学
校

設
置

認
可

申
請

書
（

様
式

第
１

号
）

 
 

（
略

）
 

（
略

）
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改
正

前
 

改
正

後
 

（
学

校
教

育
法

施
行

令
第

2
7
条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
る
届

出
）

 
（
学

校
教

育
法

施
行

令
第

2
7
条

の
２
第

１
項

の
規

定
に

よ
る
届

出
）

 

第
５

条
 

令
第

2
7
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

由
の

区
分

に
応

じ
当

該
各

号
に

定
め

る
届

出
書

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
 

第
５

条
 

令
第

2
7
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

由
の

区
分

に
応

じ
当

該
各

号
に

定
め

る
届

出
書

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
 

(
1
)
～

（
9
）

 
（
略

）
 

(
1
)
～

（
9
）

 
（

略
）

 

(
1
0
)
 

校
地

、
運

動
場

そ
の

他
直

接
保

育
又

は
教

育
の

用
に

供
す

る
土

地
に

関
す

る
権

利
を

取
得

し
、
若

し
く

は
処

分
し
よ

う
と

す
る

と
き

、
又

は
用

途

の
変

更
を

し
よ

う
と

す
る
と

き
 

校
地

等
変

更
届

（
様

式
第

2
1
号

）
 

(
1
0
)
 

校
地

、
運

動
場

そ
の

他
直

接
保

育
又

は
教

育
の

用
に

供
す

る
土

地
に

関
す

る
権

利
を

取
得

し
、
若

し
く

は
処

分
し

よ
う

と
す

る
と
き

、
又

は
用

途

の
変

更
を

し
よ

う
と

す
る

と
き

 
校

地
等
変

更
事

前
届

（
様

式
第
2
2
号
）

 

 
(
1
1
)
 

校
地

、
運

動
場

そ
の

他
直

接
保

育
又

は
教

育
の

用
に

供
す

る
土

地
に

関
す

る
権

利
を

取
得

し
、
若

し
く

は
処

分
し

た
と

き
、
又

は
用

途
の

変
更

を

し
た

と
き

 
校

地
等

変
更

完
了

届
（
様

式
第
2
3
号

）
 

(
1
1
)
 

校
舎

そ
の

他
直

接
保

育
又

は
教

育
の

用
に

供
す

る
建

物
に

関
す

る
権

利
を

取
得

し
、
若
し

く
は

処
分
し

よ
う

と
す
る
と

き
、
又

は
用
途

の
変

更
、

改
築

等
に

よ
り

こ
れ

ら
の

現
状

に
重

要
な

変
更

を
加

え
よ

う
と

す
る

と
き

 
校

舎
等

変
更

届
（

様
式
第

2
2
号

）
 

(
1
2
)
 

校
舎

そ
の

他
直

接
保

育
又

は
教

育
の

用
に

供
す

る
建

物
に

関
す

る
権

利
を

取
得

し
、
若
し

く
は

処
分
し

よ
う

と
す

る
と

き
、
又

は
用

途
の

変
更
、

改
築

等
に

よ
り

こ
れ

ら
の

現
状

に
重

要
な

変
更

を
加

え
よ

う
と

す
る

と
き

 
校

舎
等

変
更

事
前

届
（

様
式

第
2
4
号

）
 

 
(
1
3
)
 

校
舎

そ
の

他
直

接
保

育
又

は
教

育
の

用
に

供
す

る
建

物
に

関
す

る
権

利
を

取
得

し
、
若
し

く
は

処
分
し

た
と

き
、
又
は

用
途

の
変
更

、
改

築
等

に

よ
り

こ
れ

ら
の

現
状

に
重

要
な

変
更

を
加

え
た

と
き

 
校

舎
等

変
更

完
了

届
（

様
式

第
2
5
号
）
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報告事項２ 

 
 県学校法人及び準学校法人の寄附行為並びに寄附行為変更の認可審査基準の改正に

ついて 

 

＜改正理由＞ 

 私立学校法の改正に対応するため。 

 
＜改正施行日＞ 

 令和７年４月１日 

 

（変更前） 

 

４ 役員等について 

（１） 理事及び監事は、学校法人等の管理運営に必要な知識又は経験を有する者であ

るとともに、学校法人等の理事及び監事としてふさわしい社会的信望を有する者でなけ

ればならない。また、単に名目的な者でなく、私立学校法及び寄附行為に規定する役員

の職務を十分に果たし得る者でなければならない。 

 

（２）・（３）略 

 

（４） 理事である評議員以外の評議員について、学校法人等の設立後、速やかに選任

できるよう、その候補者が選定されていなければならない。 

 
（５）～（７）略 

 
（変更後） 

 
（１）・（４）の規定を削除 
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報告事項３ 

 
第４６回 九州地区私立学校審議会協議会について 

 

会議名 第４６回 九州地区私立学校審議会協議会 

開催日 令和６年８月６日（火） 

場所 沖縄県庁（沖縄県那覇市） 

出席者 

九州各県の私立学校審議会会長及び事務局職員 他 

（佐賀県）会長 笠 慶宣 

     法務私学課 私立中高・専修学校支援室 主査 瀬戸 笙子 

内  容 

【議題】 

（１）学校新設の際の経営に必要な財産について（提案県：鹿児島県） 

 

（２）校地、校舎の自己所有を要しない私立学校等設置に係る新規設置認可の

状況及び審査基準について（提案県：沖縄県） 

 

（３）専修・各種学校の廃止及び法人の廃止に伴う残余財産の取扱いにつ

いて（提案県：沖縄県） 

 

 ※協議の結果、上記（１）（２）の議題を合わせて１件とし、私立学校審議会

連合会総会への提出議題とすることに決定 
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報告事項４ 

 
全国私立学校審議会連合会第７９回総会について 

 

会議名 全国私立学校審議会連合会第７９回総会 

開催日 令和６年１０月１７日（木）～１８日（金） 

場 所 ホテルメトロポリタン長野（長野県長野市） 

出席者 

全国の私立学校審議会会長及び事務局職員 他 

（佐賀県）会長 笠 慶宣 

     法務私学課 私立中高・専修学校支援室 主査 瀬戸 笙子 

内  容 

〔１日目〕 

〇総会 

報告・協議 

  令和５年度事業報告、決算報告・監査報告及び令和６年度事業計画・ 

収支予算等について、承認された。 

 

〇第１専門部会（専修学校・各種学校） 

＜議題＞ 

議題１ 各分野における適切な学科の設置について（特に、新たに工業分

野を設置し、情報関係学科の新規設置に係る認可の状況） 

 

議題２ 収容定員と募集定員の乖離について 

 

〇第２専門部会（幼稚園・特別支援学校） 

＜議題＞ 

議題１ 学校法人が児童発達支援等を実施する場合の取扱いについて 

 

議題２ 付随事業及び収益事業の取扱いについて 

 

〇第３専門部会（小学校・中学校・高等学校） 

＜議題＞ 

議題１ 通信制課程に係る私立高等学校の認可基準（標準例）を踏まえた

設置基準の変更について 

 

議題２ 広域通信制高等学校が設置する他県所在の通信教育連携協力施

設等に関する指導監督について 
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議題３ 高等学校通信制課程の実態把握及び情報共有に関して 

 

○各専門部会共通議題 

   議題１ 学校設置認可時における経営に必要な財産及び校地・校舎の保有

条件等について 

 

〔２日目〕 

〇総会 

（１）各専門部会の協議結果についての報告 

（２）次期総会について 

   開催県：静岡県 
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